
JP 5118870 B2 2013.1.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｂピラー（１８）と、
　ドアシェル補強部材（１２）と、
　自動車の側面領域内における側面衝突力を吸収するための変形部材（１）とを備え、
　前記変形部材（１）は、側面衝突力の作用方向で相前後して設けられた少なくとも二つ
の中空室（２、３、４）と、前記ドアシェル補強部材（１２）に前記変形部材（１）を取
付けるための少なくとも一つの固定部分（１４）を備えており、
　前記中空室の軸方向延在部が、各々側面衝突力の作用方向に対して垂直に形成され、
　前記変形部材（１）が前記Ｂピラー（１８）の領域内の内側の車体側面部分（１７）と
当接した状態で、かつ側面の横方向補強部材（１９）の高さに取付けることができ、かつ
前記ドアシェル補強部材（１２）上で組立てることでできるように構成されていることを
特徴とする自動車の車体。
【請求項２】
　前記変形部材（１）が側面衝突力の作用方向で相前後してかつ互いに平行に設けられた
三つの中空室（２、３、４）を備えており、これらの中空室により、自動車の内側に向い
た内側中空室（２）と、自動車の外側に向いた外側中空室（４）と、外側内側中空室（２
、４）間に設けられた中間中空室（３）が形成されていることを特徴とする請求項１に記
載の自動車の車体。
【請求項３】



(2) JP 5118870 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

　前記中空室（２、３、４）が軸方向で前記ドアシェル補強部材（１２）の縦方向延長部
に対して垂直に、かつ前記横方向補強部材（１９）の縦方向延長部に対してほぼ垂直に延
在していることを特徴とする請求項１または２に記載の自動車の車体。
【請求項４】
　前記中空室（２、３、４）を形成するための前記変形部材（１）の側壁（５）が、様々
な横断面形状により波状に形成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一つ
に記載の自動車の車体。
【請求項５】
　前記外側および内側中空室（２、４）が各々中間中空室（３）よりも大きい横断面形状
を有していることを特徴とする請求項２に記載の自動車の車体。
【請求項６】
　前記中空室（２、３、４）が同じ深さ寸法を備えており、この際波頂部の領域の内側お
よび外側中空室（２、４）と波状側壁（５）の波谷部の領域の中間中空室（３）が、内側
および外側中空室（２、４）が同じ幅を備えており、かつ中間中空室（３）よりも大きな
幅でもって形成されていることを特徴とする請求項２または５に記載の自動車の車体。
【請求項７】
　前記ドアシェル補強部材（１２）に向いた変形部材（１）の下面（１１）が、前記変形
部材に適切に支持させるように、前記ドアシェル補強部材（１２）の輪郭に合わせて補完
され、かつ階段状の形状でもって形成されていることを特徴とする請求項１～６のいずれ
か一つに記載の自動車の車体。
【請求項８】
　前記変形部材（１）が押出し形材として、アルミニウム合金のような軽金属合金で形成
されていることを特徴とする請求項項１～７のいずれか一つに記載の自動車の車体。
【請求項９】
　前記固定部分（１４）が、前記変形部材（１）の下側領域内に設けられ、かつ前記ドア
シェル補強部材（１２）の方向に指向しているフランジ部分として形成されており、この
フランジ部分が溶接により前記変形部材（１）を前記ドアシェル補強部材（１２）に固定
するための縁部（１５）を備えていることを特徴とする請求項１～８のいずれか一つに記
載の自動車の車体。
【請求項１０】
　前記内側中空室（２）が前記内側車体部分（１７）に当接するための当接面（６）を備
えていることを特徴とする請求項２に記載の自動車の車体。
【請求項１１】
　前記変形部材（１）の当接面（６）が、前記横方向補強部材（１９）の連結要素に連結
するためのリベットナット（８）を有する側面部分（７）を備えていることを特徴とする
請求項１０に記載の自動車の車体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車の側面領域での側面衝突力を吸収するための変形部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　任意の自動車および任意の自動車の領域に適用可能であるが、本発明ならびに本発明の
根底をなす問題点を乗用車の側面領域に関して詳しく説明する。
【０００３】
　自動車の側面衝突防御を改善するための様々な解決手段がすでに提案されてきた。この
場合このような解決手段は通常、配管構造、特色を与えられたプレートもしくはその類の
ものの形式で、ドアの外側の側壁と内側の側壁の間に補強部材を取付けることによりドア
を補強することに集中する。それにより一定の負荷の下で、確実でかつ最大限の変形を受
ける設計を目指すべきである。特定の事例においては、車内の床レールを支持部材として
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使用するために、ドアがその下側部分において補強部材とも接続している。さらに補強部
材はシートフレームに抗するストッパを形成するように設けられている。
【０００４】
　特定の側面補強設計にとって、側面衝突の際、別の自動車により衝突される自動車全体
のほんの僅かな質量が、初期段階において衝突エネルギーを吸収するために自由に使用で
きるのが短所であることが共通している。ただ原理的には、ドアあるいは衝突された車体
側面部分の変形抵抗と、それに加えて、座席と乗員がドアあるいは車体部分の変形の経過
において車体部分の内壁と接触状態になった後、座席及び乗員の質量慣性とが作用する力
に対抗するにすぎない。衝突される自動車のドアあるいは車体側面部分の僅かな変形抵抗
により、まず第一に衝突する自動車の速度は僅かに落ちる。したがって座席及び乗員は高
い速度を有するドア側あるいは高い速度を有する車体部分により接触され、かつ衝突する
か、あるいは衝突される自動車が共通の最終速度に達する前に、さらに変形する間、専用
の自動車に対する高い加速を受ける。
【０００５】
　特許文献１には、自動車の側壁構造が記載されている。この側壁構造においては変形部
材が設けられており、この変形部材は重なり合って設けられ、かつ自動車縦方向に延びて
いる多数の空間を備えている。
【０００６】
　このような変形部材は車体側面部分の大きな面領域を介した、自動車横方向に作用する
変形エネルギーの吸収をほんの僅かだけ改善するのに使用されるにすぎない。
【特許文献１】米国特許第４，９３４，７５１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の根底をなす課題は、簡単でかつ費用のかからない方法で、側面衝突力あるいは
側面衝突エネルギーが確実に吸収できる自動車の側面領域を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は、本発明によれば特許請求項１による特徴を備えた変形部材により解決され
る。
【０００９】
　本発明の根底をなすアイデアは、自動車の側面領域内における側面衝突力を吸収するた
めの変形部材において、側面衝突力の作用方向で相前後して設けられた少なくとも二つの
中空室と、自動車の所属するドアシェル部分に変形部材を取付けるための少なくとも一つ
の固定部分を備えており、前記中空室の軸方向延在部が、各々側面衝突力の作用方向に対
してほぼ垂直に形成されていることにある。
【００１０】
　従って本発明は先に述べた考え方に対して、変形部材の中空室が作用する側面衝突力あ
るいは衝突エネルギーの方向で、衝突エネルギーを設けられた中空室の全てから吸収でき
るように相前後して設けられているという長所を有する。変形経路の全てを経由して一定
のエネルギーが減少するのが有利である。これにより側面衝突の際、全体的に側面衝突の
防御は確実に良くなる。というのも個々の中空室が各々、エネルギー吸収に役立っている
からである。このような変形部材により、変形部材のための設置容積が設定されている場
合のエネルギー吸収が最適化できる。
【００１１】
　従属請求項においては、請求項１に挙げられた変形部材の有利な形状および改良が明ら
かになっている。
【００１２】
　好ましい他の形態によれば、変形部材は押出し形材として構成され、垂直方向で所属す
るドアシェル補強部材に支持され、そこへ固定されている。変形部材は、側面衝突方向で
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見てとれる相前後して設けられた、異なる横断面形状を有する三つの中空室を備えている
。変形部材の側面壁は異なる横断面形状を保証するために波状あるいは波形薄板様式に形
成されていると有利であり、この場合外側の中空室は両方とも中間中空室よりも大きな横
断面を備えている。変形部材はＢピラーの領域に、かつ側面衝突防御のための、中央座席
クロスビームの所属する横方向補強部材の作用方向に設けられているのが有利である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明を以下に添付した図に関連した実施例に基き詳しく説明する。
【実施例】
【００１４】
　図において、同じ参照符号は同じ部材かあるいは機能的に同じ部材を指示している。
【００１５】
　図１～４で明らかなように、変形部材１は、変形力の作用方向で相前後して設けられた
三つの中空室、すなわち自動車の内側に向いた内側中空室２と、中間中空室３と、自動車
の外側に向いた外側中空室４とで構成されている。本発明による変形部材が、単に作用方
向で相前後して設けられた二つあるいは四つ以上の中空室で構成されていてもよいことは
確かに当業者にとっては明らかである。
【００１６】
　三つの中空室２，３および４は組立の際、側面衝突力作用方向における所属するドアシ
ェル補強部材に、中空室２，３および４が、各々吸収すべき衝突エネルギーを吸収するの
に役立つように相前後して設けられているのが好ましい。さらに中空室２，３および４は
組立の際、所属するドアシェル補強部材に、ほぼ垂直な方向、すなわちドアシェル補強部
材の方向範囲に延在しており、この場合変形部材１は、ドアシェル補強部材に支持されて
おり、かつこのドアシェル補強部材に、さらに以下に詳しく説明した適切な方法で固定さ
れているのが好ましい。
【００１７】
　変形部材１は適切なアルミニウム合金またはそのようなものでできた押出し形材として
製造されているのが好ましい。このような軽金属合金は剛性が高くかつ重量が僅かであり
、従って自動車構造においては特に適している。
【００１８】
　自動車の横方向に走る変形部材１の側壁５は、図１および２に図示したように、波状の
形状を有しているのが好ましい。側壁５は図１に示した、相前後して設けられた中空室２
，３および４のアコーディオン形状が保証されているように、内側中空室２と外側中空室
４の領域においては波の頂部を、中間中空室３の領域においては波の谷部を備えている。
内側中空室２ならびに外側中空室４は、この領域内に設けられた、波の谷部の領域に波状
側壁５が設けられた中間中空室３よりも大きい横断面形状を備えた波状側壁５の波の頂部
に基いて形成されている。これに反して、内側中空室２および外側中空室４の横断面形状
は、ほぼ同じ大きさの横断面形状でもって形成されている。これにより、外側中空室４の
端面に力が作用した際、側面事故の場合、アコーディオン効果が生じ、このアコーディオ
ン効果により、変形部材１の変形は一様でありかつ特定された状態で進行する。変形距離
全体にわたり、一定していてかつ特定された、生じる変形エネルギーのエネルギー減少が
生じ、従って側面衝突保護は改善される。
【００１９】
　実施例によれば、三つの中空室２，３および４は自動車側面方向でほぼ同じ深さ寸法を
備えており、従って変形距離全体にわたり、エネルギー減少は確実にほぼ一定になる。
【００２０】
　さらに変形部材１は内側中空室２の正面側端部において当接面６を有しており、この場
合変形部材１の当接部の当接面６は所属する車体部分に接して使用される。当接面６は例
えば部分７を例えば二つのリベットナット８により装着するために、例えば少なくとも変
形部材１の側面に向って突出するように形成されている。リベットナット８を介して、変
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形部材１は所属する横方向補強部材１９の連結部材に固定することができる。これにより
側面衝突の際の自動車車体内への力の伝達は、ガイドシェル補強部材１２を介しても、横
方向補強部材１９の連結部材を介しても行われる。
【００２１】
　さらに変形部材１は例えば外側中空室４の正面側において中央の固定孔９を備えており
、この固定孔は位置決め工程の間、例えば変形部材１をドアシェル補強部材１２に溶接す
る間、位置決め装置を収容するのに使用される。
【００２２】
　特に図４において明らかなように、変形部材１の上面１１は平らであり、変形部材１の
下面１１は、一般的には図５に斜視図で示した所属するドアシェル補強部材１２で適切に
支持するために階段状に形成されているのが好ましい。変形部材１の下面１１の階段状の
形状は、図６の横断面図において概略的に示したように、変形部材に簡単に支持するため
のドアシェル補強部材１の階段状の表面１３に対して補完的に形成されている好ましい。
【００２３】
　さらに変形部材１は自動車の外側に向いた下側領域において固定部分１４を備えており
、この固定部分は自動車の内側に対して斜めに曲げられたフランジとして形成されている
。特に図１に示したような固定部分１４は、好ましくは溶接法を用いて所属するドアシェ
ル補強部材において、固定部分、従って変形部材１を固定するための縁部１５を備えてい
る。所属するドアシェル補強部材１２に、あるいは事情によっては所属する車体部分に変
形部材を取付けるための別様でかつ一般的な方法が可能であることは当業者にとって明ら
かである。
【００２４】
　図７は所属するドアシェル補強部材１２に取付けられ、かつそれに固定された変形部材
１の斜視図を示しており、さらにこの変形部材１は所属する内側の車体側面部分１７と当
接している。変形部材１はＢピラーの領域において、中空室２，３，４が垂直方向に整向
していることに伴って、側面衝突力の作用方向で内側車体部分１７の背面側の所属する横
方向補強部材１９に直接相対しているように設けられているのが好ましい。これにより変
形部材から相対している変形部材へ向けて、変形部材１，所属する内側の車体側面部分１
７，横方向補強部材１９および中央座席クロスビーム２０を経由した荷重進路が保証され
る。従って本発明は本発明による変形部材により、生じる衝突エネルギーの吸収が改善さ
れたことに基き、側面衝突の際のクロスビームの補強を改善し、かつ搭乗者の安全性を高
める。
【００２５】
　本発明は好ましい実施例に基いて先に記載されたわけであるが、それによって限定され
ているのではなく、多様なやり方で変形可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の好適な実施例による変形部材の斜視図である。
【図２】図１の変形部材の平面図である。
【図３】図１および２の変形部材の背面図である。
【図４】図１～３の変形部材の右側面図である。
【図５】本発明の好適な実施例によるドアシェル補強部を示す図である。
【図６】本発明の好適な実施例による、図５によるドアシェル補強部に取付けられた変形
部材の横断面図である。
【図７】本発明の好適な実施例による、変形部材が組込まれている自動車車体の部分斜視
図である。
【符号の説明】
【００２７】
１　　変形部材
２　　中空室
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３　　中空室
４　　中空室
５　　側壁
６　　当接面
７　　側面部分
８　　リベットナット
１２　ドアシェル部分
１４　固定部分
１７　車体側面部分
１８　Ｂピラー
１９　横方向補強部材

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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